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出典元：tableau(R4年度健診質問票データ） R6.6抽出
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（注）紙製品製造業：正札製造業、名刺台紙製造、私製はがき製造業、
包装紙製造業、カード製造業、荷札製造業

令和４年度「生活習慣改善意思なし」者の割合が愛知支部の平均（男性34.3%・女性25.3%）以上の業態

【令和６年度第１回健康づくり推進協議会 参考資料】

業態別（男性） ％ 人数 業態別（女性） ％ 人数

道路貨物運送業 41.2% 12,545 紙製品製造業 33.6% 257 

廃棄物処理業 40.7% 1,953 食料品・たばこ製造業 32.8% 1,252 

農林水産業 40.6% 645 繊維製品製造業 32.1% 442 

鉱業、採石業、砂利採取業 40.4% 343 娯楽業 30.6% 312 

繊維製品製造業 40.1% 1,377 飲食料品小売業 30.6% 664 

紙製品製造業 40.0% 764 宿泊業 30.1% 130 

金属工業 39.9% 6,910 飲食店 29.9% 753 

木製品・家具等製造業 39.0% 1,141 化学工業・同類似業 28.8% 1,500 

職別工事業 38.0% 5,031 農林水産業 28.2% 182 

修理業 37.8% 2,174 木製品・家具等製造業 28.1% 321 

化学工業・同類似業 37.7% 5,209 その他の対事業所サービス業 27.3% 1,491 

電気・ガス・熱供給・水道業 36.9% 586 その他の運輸業 27.3% 2,073 

機械器具製造業 36.7% 18,155 物品賃貸業 27.0% 202 

食料品・たばこ製造業 36.7% 3,822 機械器具製造業 26.7% 4,841 

設備工事業 36.4% 6,302 無店舗小売業 26.5% 66 

学術研究機関 36.3% 90 金属工業 26.3% 1,814 

その他の運輸業 35.9% 7,609 その他の製造業 25.8% 818 

その他の製造業 35.2% 3,169 道路貨物運送業 25.7% 3,230 

その他の対事業所サービス業 34.9% 5,463 医療業・保健衛生 25.5% 378 

総合工事業 34.8% 7,582 飲食料品以外の小売業 25.3% 1,717 



出典元：tableau(R5年度健診質問票データ） R7.1抽出
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（注）紙製品製造業：正札製造業、名刺台紙製造、私製はがき製造業、
包装紙製造業、カード製造業、荷札製造業

令和５年度「生活習慣改善意思なし」者の割合が愛知支部の平均（男性35.8%・女性25.9%）以上の業態

業態別（男性） % 人数 業態別（女性） % 人数

繊維製品製造業 54.0% 2,889 食料品・たばこ製造業 34.4% 2,785 

道路貨物運送業 42.3% 11,144 繊維製品製造業 33.7% 831 

農林水産業 41.5% 720 紙製品製造業 31.6% 266 

廃棄物処理業 41.2% 2,030 飲食料品小売業 31.1% 2,199 

木製品・家具等製造業 41.1% 948 飲食店 31.0% 1,605 

紙製品製造業 41.0% 726 化学工業・同類似業 30.8% 2,108 

金属工業 41.0% 6,679 宿泊業 30.0% 273 

鉱業、採石業、砂利採取業 39.5% 274 木製品・家具等製造業 29.9% 332 

職別工事業 39.2% 5,115 農林水産業 29.3% 281 

合計 39.0% 87,959 娯楽業 29.0% 616 

化学工業・同類似業 38.9% 4,411 合計 28.8% 28,813 

修理業 38.7% 2,223 その他の対事業所サービス業 28.4% 1,820 

食料品・たばこ製造業 38.6% 3,447 無店舗小売業 28.1% 293 

機械器具製造業 38.1% 17,197 その他の製造業 27.9% 1,221 

設備工事業 37.7% 6,096 学術研究機関 27.4% 59 

その他の運輸業 37.5% 5,284 鉱業、採石業、砂利採取業 27.3% 66 

電気・ガス・熱供給・水道業 37.5% 567 物品賃貸業 27.2% 329 

その他の製造業 37.5% 3,033 その他の運輸業 27.2% 1,257 

その他の対事業所サービス業 36.5% 4,902 機械器具製造業 27.1% 5,586 

総合工事業 36.3% 7,452 飲食料品以外の小売業 26.8% 3,709 

職業紹介・労働者派遣業 35.9% 2,822 道路貨物運送業 26.6% 1,608 

金属工業 26.4% 1,569 
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令和５年度 愛知支部加入者の事業所規模別の「生活習慣改善意思なし」者の割合

男性

事業所規模
（加入者数）

特定健診
受診者数

生活習慣改善
意思なし者数

生活習慣改善
意思なし者の割合

平均との
差

順位

2人以下 14,270 3,893 27.3% -6.0% 7

3～4人 15,567 4,867 31.3% -2.0% 6

5～9人 36,138 12,293 34.0% +0.7% 3

10～29人 83,090 28,660 34.5% +1.2% 1

30～99人 94,993 32,520 34.2% +0.9% 2

100～999人 110,090 36,304 33.0% -0.3% 4

1,000人以上 21,910 6,855 31.3% -2.0% 5

合計 376,058 125,392 33.3%

女性

事業所規模
（加入者数）

特定健診
受診者数

生活習慣改善
意思なし者数

生活習慣改善
意思なし者の割合

平均との
差

順位

2人以下 12,755 2,540 19.9% -4.1% 7

3～4人 11,108 2,336 21.0% -3.0% 6

5～9人 23,142 5,032 21.7% -2.3% 5

10～29人 49,972 11,733 23.5% -0.5% 4

30～99人 56,287 13,913 24.7% +0.7% 3

100～999人 80,646 20,368 25.3% +1.3% 2

1,000人以上 19,187 4,871 25.4% +1.4% 1

合計 253,097 60,793 24.0%

出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出
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出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出

道路貨物運送業

農林水産業

廃棄物処理業

木製品・家具等製造業紙製品製造業

金属工業

鉱業、採石業、砂利採取業

職別工事業

化学工業・同類似業

修理業

食料品・たばこ製造業

機械器具製造業

設備工事業

その他の運輸業

電気・ガス・熱供給・水道業

その他の製造業

その他の対事業所サービス業

総合工事業

職業紹介・労働者派遣業

物品賃貸業

飲食料品小売業

学術研究機関

印刷・同関連業

飲食店

宿泊業

娯楽業

その他のサービス業

飲食料品以外の小売業

卸売業

無店舗小売業

政治・経済・文化団体

複合サービス業

対個人サービス

教育・学習支援業

有資格者が法律・会計関係の業務を行う事業

専門・技術サービス業

社会保険・社会福祉・介護事業

医療業・保健衛生

情報通信業

不動産業

金融・保険業

R² = 0.2776

6.0%

10.0%

14.0%

18.0%

22.0%

26.0%

30.0%

20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

特
定
保
健
レ
ベ
ル
保
有
者
割
合
（％
）

「生活習慣改善意思なし」者の割合（％）

令和５年度「生活習慣改善意思なし」者の割合及び「特定保健指導レベル保有者割合」の相関

（男女計）

加入者数が15,000人以上20,000人未満 加入者数が20,000人以上25,000人未満 加入者数が25,000人以上 ※（）内は加入者数

(3.0万人）

(2.9万人）

(5.0万人）

(3.4万人）

(2.6万人）

(3.4万人）

(4.4万人）

(2.2万人）

(1.9万人）

(1.8万人）

(1.6万人）

(1.7万人）
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農林水産業

鉱業、採石業、砂利採取業

総合工事業

職別工事業

設備工事業

食料品・たばこ製造業

繊維製品製造業

木製品・家具等製造業

紙製品製造業

印刷・同関連業

化学工業・同類似業

金属工業

機械器具製造業

その他の製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

道路貨物運送業

その他の運輸業

卸売業

飲食料品以外の小売業

飲食料品小売業

無店舗小売業

金融・保険業

不動産業

物品賃貸業

学術研究機関

専門・技術サービス業

飲食店

宿泊業

対個人サービス

娯楽業

教育・学習支援業

医療業・保健衛生

社会保険・社会福祉・介護事業

複合サービス業

職業紹介・労働者派遣業

その他の対事業所サービス業

修理業

廃棄物処理業

政治・経済・文化団体

その他のサービス業
公務

有資格者が法律・会計関係の業務

を行う事業

R² = 0.001

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 55.0%

特
定
保
健
レ
ベ
ル
保
有
者
割
合
（％
）

「生活習慣改善意思なし」者の割合（％）

令和５年度「生活習慣改善意思なし」者の割合及び「特定保健指導レベル保有者割合」の相関

（男性）

生活習慣改善意志なし42.3％
特定保健指導レベル保有27.5％

出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出
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出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出

農林水産業

鉱業、採石業、砂利採取業

総合工事業

職別工事業

設備工事業

食料品・たばこ製造業

繊維製品製造業

木製品・家具等製造業

紙製品製造業

印刷・同関連業

化学工業・同類似業

金属工業

機械器具製造業

その他の製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

道路貨物運送業

その他の運輸業卸売業
飲食料品以外の小売業

飲食料品小売業

無店舗小売業

金融・保険業

不動産業

物品賃貸業

学術研究機関

専門・技術サービス業

飲食店

宿泊業

対個人サービス

娯楽業

教育・学習支援業

医療業・保健衛生

社会保険・社会福祉・介護事業

複合サービス業

職業紹介・労働者派遣業

その他の対事業所サービス業

修理業

廃棄物処理業

政治・経済・文化団体

その他のサービス業

公務

有資格者が法律・会計関係の業務

を行う事業

R² = 0.0626

3.0%

8.0%

13.0%

18.0%

23.0%

28.0%

33.0%

10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

特
定
保
健
レ
ベ
ル
保
有
者
割
合
（％
）

「生活習慣改善意思なし」者の割合（％）

令和５年度「生活習慣改善意思なし」者の割合及び「特定保健指導レベル保有者割合」の相関

（女性）

生活習慣改善意志なし31.6％
特定保健指導レベル保有8.4％
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出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出

繊維製品製造業

道路貨物運送業

金属工業

職別工事業

設備工事業

化学工業・同類似業

その他の運輸業

機械器具製造業

廃棄物処理業

その他の製造業
修理業

総合工事業

職業紹介・労働者派遣業
卸売業

飲食料品以外の小売業 その他の対事業所サービス業

飲食料品小売業

印刷・同関連業

飲食店
社会保険・社会福祉・介護事業

学術研究機関 専門・技術サービス業

医療業・保健衛生
教育・学習支援業

23.0%

28.0%

33.0%

38.0%

43.0%

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

生
活
習
慣
改
善
の
意
思
な
し
者
割
合
（％
）

加入者数（人）

令和５年度「生活習慣改善意思なし」者割合と業態別加入者数（男女計）

※10,000人を下限とする
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出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出

飲食料品小売業

職別工事業

道路貨物運送業

設備工事業

その他の運輸業

卸売業

金属工業 機械器具製造業

飲食料品以外の小売業

化学工業・同類似業

職業紹介・労働者派遣業
総合工事業

その他の製造業
社会保険・社会福祉・介護事業

廃棄物処理業

専門・技術サービス業
その他の対事業所サービス業修理業

印刷・同関連業医療業・保健衛生 飲食店
教育・学習支援業

繊維製品製造業

学術研究機関

6.0%

11.0%

16.0%

21.0%

26.0%

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

特
定
保
健
指
導
保
有
者
レ
ベ
ル
割
合
（
％
）

加入者数（人）

令和５年度「特定保健指導レベル保有者割合」と業態別加入者数（男女計）

※10,000人を下限とする
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出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出

繊維製品製造業

道路貨物運送業
金属工業

職別工事業

化学工業・同類似業

修理業

食料品・たばこ製造業

機械器具製造業

設備工事業

その他の運輸業その他の製造業

その他の対事業所サービス業

総合工事業
職業紹介・労働者派遣業

飲食料品小売業

印刷・同関連業飲食店
飲食料品以外の小売業

卸売業

専門・技術サービス業

社会保険・社会福祉・介護事業

情報通信業

不動産業

22.0%

26.0%

30.0%

34.0%

38.0%

42.0%

46.0%

50.0%

54.0%

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

生
活
習
慣
改
善
の
意
思
な
し
者
割
合
（％
）

加入者数（人）

令和５年度「生活習慣改善意思なし」者の割合と業態別加入者数（男性）【参考】

※5,000人を下限とする
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出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出

食料品・たばこ製造業

飲食料品小売業
飲食店

化学工業・同類似業

その他の対事業所サービス業

機械器具製造業

飲食料品以外の小売業道路貨物運送業

金属工業

職業紹介・労働者派遣業

医療業・保健衛生

卸売業 社会保険・社会福祉・介護事業

総合工事業

設備工事業

専門・技術サービス業

不動産業

16.0%

20.0%

24.0%

28.0%

32.0%

36.0%

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

生
活
習
慣
改
善
の
意
思
な
し
者
割
合
（％
）

加入者数（人）

令和５年度「生活習慣改善意思なし」者割合と業態別加入者数（女性）【参考】

※5,000人を下限とする
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出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出

職別工事業
道路貨物運送業

職業紹介・労働者派遣業

総合工事業
設備工事業

飲食料品小売業

飲食店 その他の運輸業

情報通信業

不動産業
卸売業

金属工業

その他の対事業所サービス業

飲食料品以外の小売業

専門・技術サービス業

化学工業・同類似業

機械器具製造業

食料品・たばこ製造業

印刷・同関連業

修理業

その他の製造業

社会保険・社会福祉・介護事業

繊維製品製造業

10.0%

13.0%

16.0%

19.0%

22.0%

25.0%

28.0%

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

特
定
保
健
指
導
保
有
者
レ
ベ
ル
割
合
（
％
）

加入者数（人）

令和５年度「特定保健指導レベル保有者割合」と業態別加入者数（男性）【参考】

※5,000人を下限とする
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出典元：tableau(R５年度健診質問票データ） R7.1抽出

飲食料品小売業

食料品・たばこ製造業
機械器具製造業

道路貨物運送業

金属工業

社会保険・社会福祉・介護事業

化学工業・同類似業

その他の対事業所サービス業

設備工事業

飲食料品以外の小売業

飲食店
卸売業

総合工事業

医療業・保健衛生

専門・技術サービス業
不動産業

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

11.0%

5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

特
定
保
健
指
導
保
有
者
レ
ベ
ル
割
合
（
％
）

加入者数（人）

令和５年度「特定保健指導レベル保有者割合」と業態別加入者数（女性）【参考】

※11%を上限とする

※5,000人を下限とする
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15



16
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 協会ではこれまで、35歳以上の被保険者を対象とした生活習慣病予防健診、40歳以上の被扶養者を
対象とした特定健診、特定保健指導を中心とした保健事業に注力してきたが、医療費の適正化及び加
入者の健康の保持増進をより一層推進するうえでは、更なる健診・保健指導の実施率向上と重症化予
防対策の充実を図るとともに、就労等により生活習慣が変化する20代から健康意識の醸成を図り、加入
者の自主的な健康増進及び疾病予防の取組を推進することが必要である。

 また、国で整備が進められている医療DXのインフラも活用しつつ、より多くの加入者の健診結果等を若年
から経年的に保有し、これらのビックデータを活用することで、保健事業の一層の推進を図る必要がある。

 これらのことを踏まえ、現役世代への取組をより一層推進する観点から、被保険者及び被扶養者を対象
に実施する健診体系の見直し及び重症化予防対策の充実を行う。

保健事業の一層の推進について

 一定の項目を網羅した人間ドックに対する補助を実施

若年層を対象とした健診の実施

 20歳、25歳、30歳に実施

 「骨粗鬆症検診」を実施
 検査項目や健診単価の検証・見直しの実施

被扶養者に対する健診の拡充

 「胸部X線検査」において要精密検査・要治療と判断されな
がら、医療機関への受診が確認できない者に対して受診勧
奨を実施

被扶養者

重症化予防

人間ドックに対する補助の実施

 被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予
防健診と同等の内容に拡充

令和６年12月23日 全国健康保険協会
第133回運営委員会資料

具体的な見直し（案）

がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等
生活習慣病予防健診の項目等の見直し

被保険者
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がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等

人間ドックに対する補助の実施

若年層を対象とした健診の実施
 就業等により生活習慣が大きく変化する若年層に対して、早期に生活習慣病対策を行うことや健康意識の向上等を目的に生活習

慣病予防健診に新たに20歳、25歳、30歳の被保険者も対象とする。

 検査項目については、国の指針等を踏まえ、生活習慣病予防健診の項目から、胃・大腸がん検診の検査項目を除いたものとす
る。

生活習慣病予防健診の項目等の見直し

 健康日本21（第三次）の内容等も踏まえ、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施する。

 生活習慣病予防健診の検査項目や健診単価については、協会発足以来、見直しを行っていないことから、国の指針やマニュアル、
人件費の高騰や診療報酬改定等を踏まえ、健診の内容及び費用について別途検証・見直しを行う。

被扶養者に対する健診の拡充

 被扶養者に対する健診について、被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予防健診と同等の内容に拡充する。
なお、現行の特定健診の枠組みは維持する。

がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等

 「胸部X線検査」において要精密検査・要治療と判断されながら、医療機関への受診が確認できない者に対して受診勧奨を実施。
なお、この取組については、令和６年度に保険者努力重点支援プロジェクトの中で、３支部（北海道・徳島・佐賀）において外
部有識者の助言も得ながら実施中。

 事業所に対するメンタルヘルスに関するセミナー及び出前講座の実施に係る体制を整備。

令
和
７
年
度

令
和
８
年
度

令
和
９
年
度

(１）保健事業の一層の推進に係る実施内容について

令和６年12月23日 全国健康保険協会
第133回運営委員会資料 一部改変

 年齢や性別による健康課題に対する健診の選択肢の拡大と、より一層の健康意識の醸成及び実施率の向上を図るため、35歳以上の被保
険者を対象に一定の項目を網羅した人間ドックに対する定額補助（25,000円）を実施。

 円滑な制度開始及び健診実施機関の質の確保の観点から、人間ドック補助実施機関は、日本人間ドック・予防医療学会／日本病院会、
日本総合健診医学会、全日本病院協会、全国労働衛生団体連合会が実施する第三者認証を取得していることを条件にするほか、特定
保健指導の実施体制を有すること等を条件とする。
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(２）制度変更後の健診体系図（令和９年度以降：被保険者・被扶養者共通）

◯ 令和８年度から、35歳以上の被保険者を対象に人間ドックに対する費用補助を実施するほか、生活習慣病予防健
診の一般健診について、新たに20歳、25歳、30歳を対象とします（胃・大腸がん検診の検査項目を除く）。

◯ 従来40歳から５歳刻みで一般健診に追加可能としていた付加健診について、一般健診及び付加健診の項目を統合
し、新たに「節目健診」を新設します。また、40歳以上の偶数年齢の女性を対象に骨粗鬆症検診を実施します。

◯ 令和９年度から、被扶養者を対象とした健診について被保険者に対する見直し後の人間ドックや生活習慣病予防
健診と同等の内容に拡充します。なお、制度変更後の健診体系では被保険者と被扶養者の健診内容等は同一となり
ますが、現行の被扶養者に対する特定健診については引き続き実施します。

がん検診項目受診後の受診勧奨の実施等

35～39歳 40～74歳～19歳 20～34歳

一般健診（若年）

子宮頸がん検診

乳がん検診

節目健診

人 間 ド ッ ク

骨粗鬆症検診

肝炎ウイルス検査

健診の種類
受診対象者の年齢

特 定 健 診

生
活
習
慣
病
予
防
健
診
等

一般健診

35歳以上の方（毎年受診可）

40歳、45歳、50歳、55歳、60
歳、65歳、70歳の方

20歳、25歳、30歳の方

35歳以上（毎年受診可）

20歳以上の偶数年齢の女性

40歳以上の偶数年齢の女性

40歳以上の偶数年齢の女性

一般健診を受診する方（過去に受けた方は除く）

40歳以上の被扶養者

令和６年12月23日 全国健康保険協会
第133回運営委員会資料 一部改変
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電子カルテ情報共有サービスの活用について

電子カルテ情報共有サービスとは、電子カルテ情報がオンライン資格確認システムネットワークを通じて連
携されることで、全国の医療機関等が患者の同意のもとに閲覧することが可能となるサービスであり、本サー
ビスで取り扱う文書情報として健診結果報告書が対象となっています。本サービスの運用開始に伴い、健診結
果について、既存の事業により取得可能な経路に加えて、新たに本サービスを経由して健診実施機関から情報
連携される経路が新設されます。

電子カルテ情報共有サービスの導入に関する保険者向け運用手引き 令和 6 年 1２月 1.1 版より引用
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